
災害時には、早めの避難を！災害時には、早めの避難を！

避難情報を発令する対象エリア、避難情報を発令する対象エリア、
市が　　する　　　が分かりやすくなります！市が　　する　　　が分かりやすくなります！開設開設 避難所避難所

①避難情報を発令する対象エリアの表示が分かりやすくなります

 ■ 問   危機管理室　☎086-803-1082
　昨年の７月豪雨災害における教訓を今後の災害対応の強化につなげ、「災害に強い岡山市」の
実現を目指し、従来の「避難情報の発令」「避難所の開設」の運用を、次のとおり見直します。

避難情報（警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」、警戒レベル４「避難勧告」「避難指
示（緊急）」）の発令は、災害の被害が想定される地域の町丁目（例：北区大供
一丁目）で、表記します。
※ただし、文字数制限のある緊急速報メール（最下欄参照）などでは「○○地域」と発令します（詳細はＨＰなどで確認）。

②市が開設する指定避難所

テレビや携帯電話などから避難所開設情報を入手テレビや携帯電話などから避難所開設情報を入手

避難情報（警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」、警戒レベル４「避難勧告」「避難指
示（緊急）」）が出された地域にある、市立小学校、市立中学校、公民館
（分館を除く）を原則、同時に開設します。

（例）大雨警報（土砂災害）、洪水警報の場合
　　土砂災害警戒区域の区域内にある施設 → 　開設しません。
　　洪水の浸水深が２ｍ以上の想定区域にある施設 → 　開設しません。

　ただし、災害の種別（土砂災害、洪水、津波、地震）によっ
ては、立地や耐震性など個々の施設の条件から安全性が確保で
きない施設は開設しません。
（ハザードマップで事前に確認できます）

収容人数が限られる
公民館への避難は、
体の不自由な人など
避難に配慮が必要な
人を優先に！

×
×

データ放送（ＮＨＫ）
　市から発信する防災情報、避難関連情
報を見ることができます。
【利用方法】ＮＨＫ総合にチャンネルを
合わせ、デジタルテレビのリモコンにあ
る「ｄボタン」を押す。

…

台風・全般気象情報
警報・注意報
開設避難所情報
河川水位・雨量情報
土砂災害危険度情報

緊急速報メール（エリアメール）
　対応する携帯電話やスマートフォン
へ、特定エリアごとに直接、災害・避
難情報を一斉発信します。

岡山市ホームページ
　避難場所開設状況・各種防
災情報について掲載します。

岡山県メール配信サービス
（おかやま防災情報メール）
　警報や河川水位・雨量な
どをリアルタイムで配信しています。
【登録方法】①ＱＲコードから空メー
ルを送信。②登録用メールが返信され
るので、案内に従って配信希望の項目
を入力。

携帯電話・スマートフォンテレビ

おかやま防災ポータル
　県内の気象情報、雨量情報、
土砂災害危険度情報、河川水
位情報、河川カメラ情報など
がリアルタイムに確認できます。避難勧
告などの防災情報も発信しています。

インターネット
（パソコン、スマートフォン）

おかやま防災ポータル 検索

「おかやま防災
 ポータル」の情報
NHK総合岡山1
［防災・生活情報］

d
ボタン

10月１日から幼稚園、保育園、認定こども園などの

幼児教育・保育の無償化を実施します

 ■ 問   認定について　就園管理課　　　　　　　　☎086-803-1432
　副食費について（私立）保育・幼児教育課　☎086-803-1228
　副食費について（公立）幼保運営課　　　　☎086-803-1225

○無償化の対象となるためには、市の認定※を受ける必要があります。
○８月１日㈭から９月13日㈮まで、無償化相談窓口を開設します。（本庁９階就園管理課東側会議室）

◆認可保育園・認定こども園・地域型保育事業を保育認
　定（３歳以上児クラス）を受けて利用している場合、
　今までは副食費が利用料に含まれていましたが、利用
　料無償化後は、副食費を施設へ直接支払うようになり
　ます。
◆認定こども園（教育利用）・幼稚園・認可外保育施設
　の場合は、従来どおり副食費を施設へ支払います。

♦０～２歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも無償化の対象。（認可外保育施設などの場合、月額42,000円まで無償）
♦地域型保育事業、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も無償化の対象。

◆認可外保育施設、預かり保育、一時預かり事業
　等を利用している人のうち、保育の必要性の認
　定事由に該当する人は、施設等利用給付認定申
　請書（２、３号）を市へ提出してください。
◆今年度、認可保育施設などの利用申し込みをして
　いる人は、あらためて認定を受ける必要はありま
　せん（10月１日以降も有効なものに限ります）。
◆認定申請書は、市の窓口（就園管理課、各福祉
　事務所）やご利用中の施設、市のＨＰから入手
　できます。
◆10月１日から無償化の対象となるためには、９
　月13日㈮までに認定申請書の提出が必要です。

○従来利用料に含まれていた副食費（おかず・おや
　つ代など）は施設へ直接支払うようになります。

◆認可保育園・認定こども園・地域型保育事業・幼稚園
　を利用している年収360万円未満相当世帯の子どもお
　よび第３子以降の子ども（第３子の考え方は世帯によ
　り異なります）については、副食費減免対象者となり
　ます。
◆減免の方法などは、各施設によって異なる場合があり
　ます。

○以下の場合、副食費減免の対象になります。

※市の認定について

●共働き家庭
●ひとり親で働いて
　いる家庭　など

●専業主婦（夫）家庭
　など

保育の必要性の
認定事由に
該当する子ども

３～５歳児クラス
幼稚園、保育園、認定こども園

３～５歳児クラス
上記以外

副食費について
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無償利用

利用

幼稚園、認定こども園
※幼稚園、認定こども園（教育利用）は
　満３歳から無償化の対象

利用

認可外保育施設
一時預かり事業　など

幼稚園、認定こども園の
預かり保育

利用
（複数利用）

（幼稚園は月額25,700円まで）

無償
450円×利用日数

（月額11,300円まで）

無償
（月額37,000円まで）

無償
（月額25,700円まで）

無償化コールセンター（８月１日開設）☎086-226-0202
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